
カラス被害対策ネット
（黄色ネット）

購入費用の一部を助成します
市では、カラス被害対策ネット購
入費用の一部を助成します。
対象以下のすべてに該当する町内会。
○１ネットを、責任を持って管理出来
ること。
○２ネット使用のモニター調査（１カ
月間で８回）を実施出来ること。

○３市が指定するネットを購入するこ
と（市で一括発注します）。

助成対象枚数２０枚
助成金の額１枚に付き、３千円
（購入単価は１枚に付き、８，５００円）
※ネットの購入助成金は、ごみス
テーション１カ所に付き１枚です。
※助成対象枚数を超えた場合は、申
請枚数の多い町内や過去に助成し
た町内の枚数を調整します。

申請期間４月１３日（月）～２４日（金）
申・問環境課環境衛生係�４３－７０４９

下水道の使用人数が変わった
ときは届けてください

公共下水道や農業集落排水を使用
している世帯のうち、井戸水などの
自家水を使用している世帯では世帯
の人数で下水道使用料の計算をして
います。
就学や就職などで世帯の人数が変
わったときには、市民課への届けと
は別に「公共下水道使用者変更届」
（公共下水道開始等届・農業集落排水
施設使用者変更届）を管理課に出し
てください。
変更届は次の窓口で配布している
ほか、市のホームページからダウン
ロードすることも出来ます。
変更届配布場所

管理課総務係（比内総合支所内）、市民
課生活相談係、市民サービスセンター

届出先管理課（比内総合支所内）
問 管理課総務係�４２－４１１７

国際交流や研修を助成します
海外に出掛けて外国人と交流や研
修をするかたに、経費の一部を助成
します。
助成金の交付を受けるには、実施

の１４日前までに申請書類の提出が必
要です。
対象中学生以上のかた
※国外での国際交流研修であること
（個人・団体は問いません）。
※観光が主目的の旅行や修学旅行、
留学は対象になりません。

助成金の額

渡航費用や宿泊料などの３分の１
（限度額１人３万円。人数が多数の
場合２０万円が限度）。

※毎年、夏季休業期間に実施されて
いる「秋田県高校生海外研修」も対
象です。

申・問企画振興課企画振興係�４３－７０２７

母子家庭高等技能訓練促進費の
支給期間が延長されます
母子家庭の母の雇用の安定と就職
促進を図るため、母子家庭自立支援
給付金を支給します。
自立支援教育訓練給付金
医療事務、ホームヘルパーなどの
対象となる講座を受講した場合、
受講経費（入学料や受講料）の一部
を支給します。
※受講する前に、市へ講座指定の申
し込みが必要です。
高等技能訓練促進費給付金
看護師や准看護師などの資格取得
を目的に２年以上養成機関等で修
学する場合、生活の負担の軽減を
図るため一定期間給付金を支給し
ます。
※４月から、この支給期間の上限が
延長されます。
※これから資格取得を目指している
かたや、すでに養成機関に在学中
のかたもご相談ください。

申・問福祉課児童相談係�４３－７０５４

まちづくり団体事業費補助金
活力と魅力ある地域づくりを進め
るため、事業を実施する団体に対し、
補助金を交付します。
対象となる事業

・地域活性化や地域連携
・環境、教育、産業、福祉、文化な
どの向上
・市民協働、まちづくり活動に結び
付く施設や設備の整備
・その他、地域住民の生活向上
補助額補助対象事業費の２分の１以内。
※必要性が認められた場合は３分の

２以内（限度額５０万円）。
※同一事業への補助金は、１団体に
付き３回が限度です。
※事業実施１カ月前までに申請書を
提出してください。

申・問企画振興課企画振興係�４３－７０２７

山菜取り（タケノコ）入林証を
交付します

山菜やタケノコを採取するために
田代岳周辺の共用林野区域へ入林す
る場合、入林証が必要です。１枚で
１年間、世帯全員が有効ですので、
ご利用ください。
受付４月２７日（月）～６月１２日（金）
※土・日・祝日は除く。
申請場所（どこでも申請可能です）
農林課（三ノ丸庁舎内）
比内総合支所産業課
田代総合支所産業建設課

交付手数料１枚５００円（再交付も同様）
持ち物申請者の身分証明書（免許証や
健康保険被保険者証など）

料金徴収所の設置期間

５月中旬から６月中旬まで（変更
する場合もあります）。

注意事項

・料金徴収所で入林証を提示しない
ときは、市民以外の入林者と同様
に、１人に付き１日千円を徴収し
ます。
・山道は道幅が狭く見通しが悪いの
で、スピードは絶対に出さず、十
分注意して運転してください。事
故などの責任は一切負いません。
・たき火や煙草の投げ捨て、空缶な
どのごみの投げ捨ては禁止です。
・樹木、草花、土石をみだりに採取
しないでください。

申・問田代総合支所産業建設課�４３－７１０３

石油機器技術管理講習会
石油燃焼機器の点検整備に従事す
るかたを対象に講習会を行います。
とき６月８日（月）・９日（火）
９時～１８時

ところ労働福祉会館（豊町２－３７）
手数料１６，８００円
申込申込書に記入のうえ、手数料を
郵便振替し、そのコピーと写真
を添えて申し込んでください。

受付４月１３日（月）～５月１５日（金）
申・問消防署予防係
�４３－４１５１（内線２３５）
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